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茂原市公民館管理に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 現 行 

（報告） （報告） 

第９条 館長は、公民館事業計画、公民館運営審議会の会議事項及び運営上

の主要事項を、その都度教育長に報告するものとする。 

 

第９条 館長は、各月の公民館事業計画、公民館運営審議会の会議事項及び

運営上の主要事項を、その都度教育長に報告するものとする。 

 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２ 教育委員会は、前項の開館時間を変更することができる。 

 

２ 館長は、前項の開館時間を変更することができる。 

 

（使用許可等） （使用許可） 

 

第15条 条例第７条に規定する許可を受けようとする者は、茂原市公民館使

用許可申請書（別記第１号様式）により教育委員会に申請しなければなら

ない。 

第15条 条例第７条の規定により、公民館を使用しようとするものは、使用

事項を別記様式に記入し、館長の許可を受け規定の使用料金を前納しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請受付期間は、使用しようとする日の３か月前から当日までと

する。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 

２ 前項の申請の受付期間は、使用しようとする日の３か月前から当日まで

とする。ただし、市及び教育委員会が主催する事業及び教育委員会が特に

必要と認めた事業については、この限りでない。 

３ 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、茂原市公民館使用許可

書（別記第２号様式）を交付するものとする。 

  

４ 前項の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、条例第10

条に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特

に必要と認めた場合はこの限りでない。 
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改正後 現 行 

（遵守事項） （遵守事項） 

第16条 管理運営の円滑を期するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

第16条 管理運営の円滑を期するため、次の事項を遵守しなければならな

い。 

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略） 

(７) その他職員の指示すること。 

 

(７) その他、館長の指示すること。 

 

（使用料の還付）  

第18条 条例第10条ただし書により使用料を還付することができる場合及び

その額は、次のとおりとする。 

 

(１) 災害その他使用者の責に帰することができない理由で使用不能にな

った場合 全額 

 

(２) 使用日前30日までに使用の取消しを申出、かつ、その取消しに相当

の理由があると認めた場合 全額 

 

(３) 使用日前５日までに使用の取消しを申出、かつ、その取消しに相当

の理由があると認めた場合 半額 

 

(４) その他教育委員会が特別の理由があると認めた場合 その都度教育

委員会が定める額 

 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、茂原市公民館使用料還付請求書

（別記第３号様式）と使用料を納付したことを証する書類を教育委員会に

提出しなければならない。 

 

３ 教育委員会は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、茂原市

公民館使用料還付可否決定通知書（別記第４号様式）により申請者に通知
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改正後 現 行 

するものとする。 

 

 

 

（損害賠償） （損害賠償） 

第19条 公民館の施設又は設備の使用者が当該施設又は設備を忘失し、若し

くはき損したときは速やかに教育委員会に届け出なければならない。 

第18条 公民館の施設又は設備の使用者が当該施設又は設備を忘失し、若し

くはき損したときは速やかに館長に届け出なければならない。 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（委任） （委任） 

第20条 （略） 

 

第19条 （略） 
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改正後 現 行 

別記第１号様式（第15条第1項） 別記様式 
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改正後 現 行 

第２号様式（第１５条第３項）  
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改正後 現 行 

第３号様式（第１８条第２項）  

 

 

  

電     話  （  ） 
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改正後 現 行 

第４号様式（第１８条第３項）  

 

 

 


